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日
本
国
憲
法
に

は
、「
義
務
教
育
は

無
償
と
す
る
」
と

う
た
わ
れ
て
い
ま

す
。
学
校
教
育
法

に
よ
り
、
市
は
「
経

済
的
理
由
に
よ
り

就
学
困
難
と
認
め

ら
れ
る
児
童
生
徒 

の
保
護
者
に
対
し
て
、
必
要
な

援
助
を
与
え
な
け
れ
ば
」
な
り

ま
せ
ん
。
格
差
と
貧
困
が
広
が

る
中
、
就
学
援
助
制
度
は
、
義

務
教
育
学
校
の
重
要
な
セ
ー
フ

テ
ィ
ー
ネ
ッ
ト
で
す
。
必
要
と

す
る
方
が
、
躊
躇
な
く
利
用
で

き
る
こ
と
が
重
要
で
す
。 

 

※
就
学
援
助
に
つ
い
て 

常
時
市
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に

掲
載
さ
れ
て
い
る
ほ
か
、
毎
年

学
年
の
ス
タ
ー
ト
時
に
、
学
校

か
ら
全
家
庭
に
手
紙
が
配
布
さ

れ
ま
す
。
問
い
合
わ
せ
・
申
請

は
、
い
つ
で
も
で
き
ま
す
。 

  
 

質
問 

認
定
要
件
の
具
体
的

な
例
示
で
、
よ
り
分
か

り
や
す
く
す
べ
き 

答
弁 

「
文
書
に
明
示
す
る
」 

 
  

就
学
援
助
は
、
生
活
保
護
世

帯
と
そ
れ
に
準
じ
る
世
帯
に
対

し
て
お
こ
な
っ
て
い
ま
す
が
、 

          

認
定
の
基
準
と
し
て
前
年
度
の

収
入
だ
け
で
な
く
、「
特
別
の
事

情
」
と
し
て
、
失
業
や
離
婚
な

ど
に
よ
る
著
し
い
収
入
減
少
な

ど
も
、
認
定
要
件
に
入
る
こ
と

を
文
書
に
明
示
す
る
こ
と
を
約

束
し
ま
し
た
。 

 
 

質
問 
民
生
委
員
の
訪
問
・

調
査
の
廃
止
を 

答
弁 

「
民
生
委
員
の
実
際
の

調
査
状
況
に
つ
い
て
よ

く
調
査
し
て
対
応
す
る
」 

 
  

宇
田
議
員
は
、
就
学
援
助
の
認

定
に
際
し
て
民
生
委
員
が
お
こ
な

う
家
庭
訪
問
に
よ
る
調
査
が
、
必

要
以
上
の
個
人
情
報
の
聞
き
取

り
と
不
必
要
な
書
類
の
作
成
に

な
っ
て
お
り
、
民
生
委
員
の
負
担

に
も
な
っ
て
い
る
と
し
て
、
民
生

委
員
の
訪
問
・
調
査
の
廃
止
を
求

め
ま
し
た
。 

 
 

質
問 

入
学
準
備
金
の
入

学
前
支
給
を 

答
弁 

「
他
市
の
事
例
を
調

査
し
て
検
討
す
る
」 

 
  

就
学
援
助
の
支
給
費
目
に
な

っ
て
い
る
新
入
学
学
用
品
費
で

す
が
、
実
際
に
支
給
さ
れ
る
の

は
７
月
頃
で
す
。
ま
と
ま
っ
た

お
金
が
本
当
に
必
要
と
な
る↗

 

     

―
―
―
―
―
―
―
― 

↘

入
学
前
に
支
給
さ
れ
る
こ
と

が
必
要
で
す
。 

 
 

質
問 

ク
ラ
ブ
活
動
費
・
生

徒
会
費
・
Ｐ
Ｔ
Ａ
会
費

の
追
加
を 

答
弁 

「
支
給
に
向
け
前
向

き
に
検
討
す
る
」 

 
  

教
育
基
本
法
の
「
教
育
の
機

会
均
等
」
の
条
項
に
は
、「
経
済

的
理
由
に
よ
り
差
別
さ
れ
な
い
」

と
明
記
さ
れ
て
い
ま
す
。
特
に

部
活
動
は
、
部
に
よ
っ
て
様
々 

     

発
達
に
何
ら
か
の
心
配
を
感

じ
る
子
ど
も
へ
の
早
期
か
ら
の

療
育
支
援
、
保
護
者
へ
の
養
育

支
援
は
重
要
で
す
。 

 

そ
し
て
特
別
な
支
援
を
必
要

と
す
る
子
ど
も
た
ち
が
、
一
人

一
人
適
切
な
支
援
を
受
け
な
が

ら
、
同
年
齢
の
子
ど
も
や
地
域

の
中
で
、
共
に
成
長
で
き
る
環

境
づ
く
り
が
必
要
で
す
。
し
か

し
受
け
入
れ
態
勢
は
充
分
と
は

言
え
ま
せ
ん
。 

 
 

質
問 

療
育
訓
練
セ
ン
タ
ー

「
か
な
り
や
教
室
」
の

施
設
整
備
・
拡
充
を 

答
弁 

「
多
様
な
選
択
肢
を

提
示
す
る
こ
と
で
、
支

援
し
て
い
く
」 

 

な
実
費
徴
収
が
必
要
と
な
り
ま

す
。
誰
も
が
お
金
の
心
配
な
く

部
活
動
を
選
べ
る
よ
う
、
早
急

に
支
給
を
決
断
す
べ
き
で
す
。 

                     

早
期
か
ら
の
療
育
の
必
要
な

子
ど
も
と
、
保
護
者
の
支
援
を

お
こ
な
う
「
か
な
り
や
教
室
」

は
入
所
希
望
が
多
く
、
必
要
と

す
る
時
期
に
な
か
な
か
入
所
で

き
な
い
状
況
で
す
。 

 

本
市
は
３
年
前
か
ら
「
金
上

ふ
れ
あ
い
セ
ン
タ
ー
」
に
分
室

を
つ
く
り
、
定
員
を
増
や
し
ま

し
た
が
、「
金
上
ふ
れ
あ
い
セ
ン

タ
ー
」
に
は
、
幼
児
用
の
ト
イ

レ
も
手
洗
い
場
も
あ
り
ま
せ
ん
。

専
門
的
に
幼
児
の
療
育
支
援
を

お
こ
な
う
施
設
と
し
て
は
極
め

て
不
充
分
で
す
。 

 

市
は
、
安
易
に
民
間
任
せ
に

す
る
こ
と
な
く
、
市
と
し
て
幼

児
の
療
育
支
援
に
責
任
を
持
ち
、 

そ
の
発
達
を
保
障
す
る
と
い
う

立
場
で
、
早
急
に
専
用
施
設
の 

整
備
が
必
要
で
す
。 

 
 

質
問 

障
が
い
の
あ
る
子
ど

も
た
ち
が
通
う
「
放
課

後
等
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
の

事
業
所
」
が
、
地
域
の

公
共
施
設
を
使
え
る
よ

う
に 

答
弁 

「
特
段
差
し
支
え
な
い

も
の
と
考
え
て
い
る
」 

 
  

平
成

28
年
４
月
か
ら
障
害
者

差
別
解
消
法
が
施
行
さ
れ
ま
し

た
。 

 

障
が
い
の
あ
る
子
ど
も
た
ち

が
、
地
域
で
生
き
生
き
と
成
長

で
き
る
環
境
づ
く
り
が
今
後
さ

ら
に
求
め
ら
れ
ま
す
。 

 

厚
生
労
働
省
に
よ
る
放
課
後

等
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
ガ
イ
ド
ラ
イ

ン
に
は
、
放
課
後
等
デ
イ
サ
ー

ビ
ス
の
基
本
的
役
割
と
し
て
、

「
子
ど
も
の
最
善
の
利
益
の
保 

     

少
子
化
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
保

育
の
需
要
は
伸
び
て
い
ま
す
。
公

立
の
佐
野
保
育
所
が
来
年
度
で

閉
園
と
な
り
ま
す
が
、
平
成

30

年
度
、
新
た
に
１
０
０
名
規
模
の

民
間
の
認
可
保
育
園
が
２
園
開

園
予
定
で
す
。 

 

保
育
士
確
保
と
と
も
に
民
間

保
育
士
の
処
遇
改
善
が
大
き
な

課
題
と
な
り
ま
す
。 

 
 

質
問 

保
育
士
の
処
遇
改

善
を 

答
弁 

「
公
立
保
育
所
に
お

け
る
非
常
勤
の
ク
ラ
ス

担
任
に
つ
い
て
、時
給
の 

 

証
」「
共
生
社
会
の
実
現
に
向
け

た
後
方
支
援
」
が
う
た
わ
れ
て

い
ま
す
。 

 

放
課
後
等
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
事

業
所
が
そ
の
役
割
を
果
た
し
て

い
く
た
め
に
、
市
と
し
て
積
極

的
な
支
援
が
必
要
で
す
。 

 

※
放
課
後
等
デ
イ
サ
ー
ビ
ス

に
つ
い
て 

 

児
童
福
祉
法
に
も
と
づ
く

障
害
児
通
所
支
援
サ
ー
ビ
ス

で
、
現
在
市
内
に

13
施
設
あ

り
ま
す
。 

 

就
学
中
の
障
が
い
の
あ
る

児
童
に
、
授
業
の
終
了
後
や

夏
休
み
な
ど
に
、
生
活
能
力

の
向
上
の
た
め
に
必
要
な
訓

練
、
余
暇
の
提
供
、
地
域
交

流
の
機
会
の
提
供
等
を
目
的

と
し
て
い
ま
す
。 

 

市
の
障
害
福
祉
課
が
窓
口

と
な
り
ま
す
。 

      

増
額
を
考
え
て
い
る
」 

 
  

宇
田
議
員
は
、
保
育
の
質
を

維
持
す
る
た
め
に
は
、
民
間
保

育
士
が
安
心
し
て
長
く
働
き
続

け
ら
れ
る
処
遇
改
善
が
必
要
性

だ
と
訴
え
ま
し
た
。 

 

一
方
、
公
立
保
育
所
で
は
、

保
育
士
の
非
正
規
率
が
７
割
に

も
の
ぼ
り
、
ク
ラ
ス
担
任
で
さ

え
非
正
規
職
員
と
い
う
状
況
が

見
ら
れ
ま
す
。 

 

宇
田
議
員
は
、
少
な
く
と
も

ク
ラ
ス
担
任
は
正
規
職
員
と
す

べ
き
。
や
む
を
得
な
い
場
合
は
、

職
務
に
ふ
さ
わ
し
く
時
給
を
あ

げ
る
べ
き
と
質
問
し
ま
し
た
。 

 

                

市
は
、
ク
ラ
ス
担
任
の
「
時

給
の
増
額
を
考
え
て
い
る
」
と

答
弁
し
ま
し
た
。 

 
 

質
問 

保
護
者
の
経
済
的

負
担
の
軽
減
を 

答
弁 

「
生
活
保
護
世
帯
を

対
象
に
補
助
を
実
施

す
る
」 

 
  

子
ど
も
た
ち
の
９
割
近
く
が

民
間
の
保
育
園
と
い
う
状
況
で

は
、
保
護
者
の
経
済
的
負
担
の

軽
減
も
必
要
で
す
。 

 

宇
田
議
員
は
、
保
育
に
必
要

な
日
用
品
や
文
房
具
・
行
事
に

か
か
る
費
用
、
給
食
費
へ
の
補

助
を
求
め
ま
し
た
。 

 

市
は
、
平
成

29
年
度
か
ら
、

生
活
保
護
世
帯
に
対
し
て
補
助

を
お
こ
な
う
と
答
弁
。 

 

現
在
、
子
ど
も
の
貧
困
が
６

人
に
一
人
、
母
子
家
庭
に
お
い

て
は
半
数
が
貧
困
ラ
イ
ン
と
言

わ
れ
て
い
ま
す
。 

 

宇
田
議
員
は
、
せ
め
て
非
課

税
世
帯
ま
で
対
象
を
広
げ
る
こ

と
を
求
め
ま
し
た
。 

ひとりで悩まずに 

無料 法律相談会  
 
○水戸はばたき合同法律事務所の弁護士が相談をお受けします。 

○予約が必要です。議員にお電話ください。  

３月２２日（水）午後１時３０分～４時３０分 

ひたちなか市文化会館 ２階小会議室 
主催 日本共産党ひたちなか市議団 

 

平
成

28
年
度

12
月
定
例
議
会
は
、
12
月

２
日
か
ら

16
日
ま
で
開
催
さ
れ
ま
し
た
。
提

出
さ
れ
た
案
件
は
報
告
事
件
・
議
案
合
わ
せ

て

20
件
。
請
願
・
陳
情
が
５
件
で
す
。
一
般

質
問
を
お
こ
な
っ
た
議
員
は

25
名
中

11
名

お
金
の
心
配
な
く 

学
校
へ
通
え
る
よ
う
に 

就
学
援
助
制
度
の
さ
ら
な
る
充
実
を 

障
が
い
の
あ
る
子
た
ち
に 

よ
り
良
い
環
境
を 

宇田議員の質問 

で
し
た
。
日
本
共
産
党
市
議
団
は
、
憲
法
が

生
き
る
政
治
の
実
現
目
指
し
、
市
民
の
い
の

ち
・
暮
ら
し
を
守
る
立
場
で
一
般
質
問
を
お

こ
な
い
、
ま
た
議
案
に
つ
い
て
は
本
会
議
で

も
討
論
を
お
こ
な
い
ま
し
た
。 

保
育
士
と
保
護
者
へ
の 

新
た
な
施
策
を 

就学援助の内容 　　　　　（市資料）

費　　目 小 学 校 中 学 校

 学用品  １学年：１２,９９０円、２～６学年：１５,２２０円  １学年：２４,５９０円、２～３学年：２６,８２０円

 新入学児童生徒用品費  ２０,４７０円以内  ２３,５５０円以内

 学校給食費（月額）  ４,３００円  単独４,７００円、共同４,６００円

 修学旅行費  （該当なし）  修学旅行援助対象経費

 宿泊を伴う校外学習費  ３,６２０円以内  ６,１００円以内

 体育実技用費  （該当なし）  ７,５１０円以内

 医療費  学校保健安全法施行令第8条1項第5号に規定する疾病（う歯等）の治療に要した費用

mailto:uda.takako@angel.ocn.ne.jp
mailto:yamagatayumiko@ybb.ne.jp
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東
海
第
二
原
発

は
来
年

11
月
で

稼
働

40
年
を
迎

え
ま
す
。 

 

今
後

20
年
間

延
長
し
て
稼
働
す

る
場
合
は
、
今
年

８
月
か
ら

11
月

の
間
に
延
長
の
申 

請
を
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

日
本
原
電
は
そ
の
準
備
を
す
す

め
て
い
ま
す
。 

 

し
か
し
、
私
た
ち
の
い
の
ち

と
健
康
、
く
ら
し
と
地
域
産
業

を
守
る
た
め
に
、
そ
し
て
故
郷
・

豊
か
な
自
然
を
残
す
た
め
に
、

こ
れ
ま
で
の
困
難
で
未
解
決
山

積
の
経
験
か
ら
再
稼
働
し
な
い

こ
と
が
一
番
だ
と
い
う
の
が
多

く
の
市
民
の
声
で
す
。 

     
 

２
０
１
１
年
の
大
震
災
に

よ
る
東
京
電
力
福
島
第
一

原
発
事
故
処
理
費
用
は
、
想

定
の
２
倍
の

20
兆
円
に
な 

          

     

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
― 

避
難
計
画
で
、
生
命
・
身

体
・
財
産
が
守
ら
れ
る
？ 

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
― 

 
原
子
力
災
害
対
策
特
別
措
置

法
で
は
、
県
や
市
の
責
務
と
し

て
「
住
民
の
生
命
、
身
体
及
び

財
産
を
原
子
力
災
害
か
ら
保
護

す
る
」
た
め
に
、「
広
域
避
難
計

画
」
を
立
て
る
こ
と
に
な
っ
て

い
ま
す
。 

 

市
内

12
カ
所
で
住
民
説
明

会
が
お
こ
な
わ
れ
ま
し
た
。 

 

山
形
議
員
は
「
ひ
た
ち
な
か

市
広
域
避
難
計
画
は
、
複
合
災

害
を
想
定
し
た
実
効
性
の
あ
る

計
画
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」

と
質
問
し
ま
し
た
。 

 

市
は
「
今
回
の
住
民
説
明
会

で
は
、
避
難
計
画
の
基
本
的
な 

     

る
と
経
済
産
業
省
が
試
算
し
ま

し
た
。
そ
の
費
用
の
一
部
は
消

費
者
の
電
気
料
金
に
転
嫁
し
て

回
収
す
る
と
い
う
考
え
で
す
。 

          

市
の
方
策
を
説
明
し
た
」「
複
合

災
害
に
つ
い
て
、
様
々
な
想
定

を
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
」
と
答
弁
し
ま
し
た
。 

 

市
長
は
東
海
第
二
原
発
の
再

稼
働
に
つ
い
て
、「
市
民
の
安
全

や
生
活
を
優
先
に
、
極
め
て
慎 

      

自
衛
隊
の
受
験
者
数
が
減
っ

て
い
ま
す
（
下
図
）
。 

 

防
衛
省
は
自
衛
官
募
集
を
す

す
め
る
た
め
に
、
市
町
村
に
対

し
、
自
衛
官
適
齢
者
名
簿
（

18

歳
の
子
ど
も
達
の
名
簿
）
提
出

の
協
力
要
請
を
強
め
て
い
ま
す
。 

 

本
市
で
は
一
昨
年
よ
り
、
閲

覧
で
は
な
く
、
住
民
基
本
台
帳

よ
り
抽
出
し
た

18
歳
全
員
の

名
簿
を
紙
媒
体
で
提
供
し
ま
し

た
。
自
衛
隊
で
は
提
供
さ
れ
た

名
簿
を
も
と
に
、
自
衛
官
募
集 

     

究
極
の
高
コ
ス
ト
の
原
発
は

い
り
ま
せ
ん
。
東
海
第
二
原

発
は
再
稼
働
せ
ず
廃
炉
に
す

る
こ
と
が
一
番
で
す
。 

          

重
に
判
断
す
べ
き
も
の
で
あ
り
、

実
効
性
の
あ
る
避
難
計
画
を
含

め
、
市
民
の
安
全
が
確
保
で
き

な
い
限
り
再
稼
働
は
で
き
な
い

も
の
と
考
え
る
」
と
答
弁
し
ま

し
た
。 

      

の
ダ
イ
レ
ク
ト
メ
ー
ル
を
高
校

生
に
送
っ
て
い
ま
す
。 

 

山
形
議
員
は
、
市
が
自
衛
隊

に
対
し
て
個
人
情
報
を
提
供
し

て
い
る
法
的
根
拠
は
何
か
質
問

し
ま
し
た
。 

 

市
は
、
自
衛
隊
法

97
条
、
１

２
０
条
、
市
個
人
情
報
保
護
条

例
を
あ
げ
て
「
法
的
根
拠
に
基

づ
い
て
提
供
し
て
い
る
」
と
答

弁
し
ま
し
た
が
、
こ
れ
ら
は
す

べ
て
提
供
す
る
義
務
規
定
で
は

な
く
、
要
望
・
依
頼
規
定
で
す
。

提
供
す
る
か
ど
う
か
は
市
町
村

の
判
断
で
す
。 

 

後
の
調
査
で
、
茨
城
県
総
務

部
市
町
村
課
は
「
あ
く
ま
で
も

市
町
村
の
判
断
で
あ
る
こ
と
は

述
べ
て
い
る
つ
も
り
だ
」
と
答

え
て
い
ま
す
。 

 

県
内
で
名
簿
提
供
の
自
治
体 

      

年
々
子
ど
も
の
出
生
数
が

減
少
す
る
な
か
で
、
公
立
幼

稚
園
の
子
ど
も
の
数
も
減
っ

て
い
ま
す
。
市
教
育
委
員
会

は
、
幼
稚
園
や
保
育
所
と
の

役
割
分
担
を
ふ
く
め
、
再
編
・ 

は
本
市
を
含
む

20
。
有
権
者
名

簿
の
よ
う
に
閲
覧
さ
せ
て
い
る

自
治
体
は

24
と
な
っ
て
い
ま

す
。 

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
― 

海
外
で
武
力
行
使
す
る

自
衛
隊
に 

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
― 

 

安
保
法
制
（
戦
争
法
）
に
よ

っ
て
自
衛
隊
の
役
割
が
大
き
く

変
化
し
、
憲
法
９
条
が
禁
止
す

る
海
外
で
の
武
力
行
使
が
可
能

と
な
り
ま
し
た
。 

 

市
民
の
い
の
ち
を
守
る
立
場

の
市
が
、
戦
場
に
若
者
を
送
る

よ
う
な
こ
と
が
あ
っ
て
は
な
り

ま
せ
ん
。 

 

18
歳
の
自
衛
隊
適
齢
者
名

簿
を
作
成
し
て
提
供
す
る
こ
と

に
、
山
形
議
員
は
強
く
中
止
を

求
め
ま
し
た
。 

                 

縮
小
を
検
討
し
て
い
ま
す
。 

 

山
形
議
員
は
「
公
立
幼
稚
園
の

役
割
は
大
き
い
。
子
ど
も
の
数
の

減
少
で
再
編
・
縮
小
す
る
の
で
は

な
く
、
障
害
が
あ
る
子
も
な
い
子

も
、
３
歳
児
か
ら
の
入
園
を↗

 

↘

可
能
と
す
る
こ
と
や
、
一
ク

ラ
ス
の
人
数
を

35
人
か
ら
少

人
数
に
す
る
こ
と
な
ど
、
公
立

だ
か
ら
で
き
る
豊
か
な
保
育
実

践
・
教
育
を
す
す
め
れ
ば
、
公

立
幼
稚
園
の
需
要
が
高
ま
る
の

で
は
な
い
か
」
と
質
問
し
ま
し

た
。 

 

市
教
育
長
は
「
幼
児
教
育
の

拠
点
と
な
る
幼
稚
園
の
設
置
を

目
指
し
て
い
る
。
幼
稚
園
の
再

編
に
は
早
急
に
取
り
組
む
」
と
、

従
来
ど
お
り
の
答
弁
を
し
ま
し

た
。 

                              

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
― 

ク
ラ
ス
担
任
は 

常
勤
職
員
と
す
べ
き 

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
― 

 

公
立
幼
稚
園
は
平
成

28
年

度
、
主
任
・
ク
ラ
ス
担
任
・
副

担
任
の
職
員

35
人
の
う
ち
、

20
人
が
非
常
勤
職
員
で
し
た
。 

 

専
門
的
な
知
識
を
持
ち
、
生

き
が
い
を
持
っ
て
幼
児
教
育
に

取
り
組
む
職
員
に
、
賃
金
の
差

を
つ
け
る
べ
き
で
は
あ
り
ま
せ

ん
。 

 

山
形
議
員
の
質
問
に
教
育
長

は
、「
公
立
幼
稚
園
の
役
割
が
固 

                             

ま
れ
ば
、
必
要
な
職
員
数
も
定

ま
り
、
職
員
数
も
改
善
さ
れ
る
」

と
答
弁
し
ま
し
た
。 

 

山
形
議
員
は
、「
非
正
規
の
職

員
が
増
え
れ
ば
、
経
験
の
蓄
積

や
継
承
が
な
く
な
り
、
保
育
の

質
の
低
下
に
繋
が
る
。
公
立
幼

稚
園
だ
か
ら
こ
そ
、
市
民
の
子

育
て
の
願
い
に
答
え
ら
れ
る
幼

児
教
育
や
、
特
別
に
支
援
が
必

要
な
子
ど
も
の
保
育
・
教
育
を

進
め
て
ほ
し
い
」
と
、
現
行
の

施
設
を
生
か
し
た
幼
児
教
育

と
、
職
員
の
処
遇
改
善
を
求
め

ま
し
た
。 

 

山形議員の質問 
東
海
第
二
原
発
を
中
止
し 

安
心
し
た
暮
ら
し
の
実
現
を 

自
衛
隊
へ
の
高
校
生
名
簿 

提
出
は
、
ス
ト
ッ
プ
を 

公
立
幼
稚
園
を 

な
く
さ
な
い
で
！ 

事故対応に、 

こんなに費用が！ 

原
発
再
稼
働
を
す
す
め 

国
民
に
負
担
を
押
し
つ
け
る
安
倍
政
権 

これ以上はもう限界です！ 

高齢者の保険料・医療費の負担増 

 平成29年度、安倍政権は社会保障費抑制

のために、高齢者の保険料・医療費の負担増

を次々と計画しています（右表）。今でさえ

経済的な理由による受診抑制が起きているの

に、今後ますます高齢者を医療から遠ざけ、

重症化が懸念されます。 

 今議会に、茨城県保険医協会と茨城県社会

保障推進協議会から「現行制度の継続を求め

る意見書の採択を求める請願」が出されまし

た。賛成したのは日本共産党市議団のみで、

請願は不採択となりました。 

 格差と貧困が大きな社会問題となっている

なか、社会保障充実のために、税金の集め方、

使い方を改め、若者が希望を持ち、高齢者が

安心して暮らせる社会の実現が、今こそ求め

られています。 

２０１７年 

社会保障の負担計画 
 国民年金保険料の引き上げ　

　月１万6,260円➡１万6,490円に

 75歳以上の医療保険料　特例軽減縮小

　所得割軽減５割➡２割に引き下げなど

 70歳以上の医療費　負担上限引き上げ

　外来上限月2,000円引き上げなど

 介護費　負担上限引き上げ

　一般区分を月7,200円引き上げ

 介護保険料： 「総報酬割」を導入

　1,300万人が負担増に

 厚生年金の保険料率引き上げ

　18.182％➡18.3％に

 入院時の居住費（光熱水費）

　療養病床の65歳以上で日額320円
　　　➡370円に引き上げなど

４月

８月

９月

10月

―― 高齢者の医療を守る請願、不採択に ―― 


